
大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第 7号、以下「規

則」という。）に定めるもののほか、大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金

（以下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「一般公衆浴場」とは、公衆浴場法（昭和 23 年法律第 139 号）

第２条第１項の規定による許可を受け、かつ、物価統制令（昭和 21 年勅令第 118 号）第４

条に規定する統制額の規定を受けている浴場であって、物価統制令施行令（昭和 27 年政令

第 319 号）附則第４項及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和 32年厚

生省令第 38 号）第２条の規定により指定された入浴料金による利用が主である本市内の浴

場をいう。 

 

（補助の目的） 

第３条 補助金は、一般公衆浴場が実施する事業に要する経費の一部を補助することによ

り、一般公衆浴場の活性化及び住民等相互の交流の促進を図り、もって公衆衛生の向上及

び健康増進に寄与することを目的とする。 

 

（補助金交付対象者） 

第４条 この補助金の交付対象者は、一般公衆浴場の活性化等に意欲のある浴場事業者もし

くは同一の事業を共同で行う複数の一般公衆浴場で構成する団体（以下「交付対象者」と

いう。）とする。 

２ 補助金交付申請を行った浴場事業者が、同一年度に複数の一般公衆浴場で構成する団体

を構成し補助金交付申請を行う場合は、第５条に定める補助限度額の浴場事業者数に算入

しない。 

３ 補助金交付申請を行った複数の一般公衆浴場で構成する団体は、原則として、同一年度

に複数の一般公衆浴場で構成する当該団体の浴場事業者の数を減らして補助金交付申請を

行うことはできない。ただし、複数の一般公衆浴場で構成する当該団体への新たな浴場事

業者の参加については、それを妨げるものではないが、その場合にあっては、新たに参加

した浴場事業者は、第５条に定める補助限度額の浴場事業者数に算入しない。 

 

（補助対象事業） 

第５条 この要綱に定める補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、一般公衆浴場の活性化及び住民等相互の交流の促進を図るため、交付対象者が自主的

に取り組む事業とし、補助対象経費及び補助率は別表１、補助限度額は別表２のとおりと

する。なお、大阪市内から市外に及ぶ事業を行う場合は、補助限度額に市内の補助対象と



なる浴場数の按分率をかけて算出することとする。ただし、補助対象経費は、消費税及び

地方消費税額を除いた額とする。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。 

（１）他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業（ただし、別

事業とみなし得る場合はこの限りではない。） 

（２）宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とす

る事業 

（３）政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業 

（４）特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100 号）第３条に規定する公職をいう。

以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業 

（５）第８条に定める交付決定前に実施された事業 

 

（補助金の額） 

第６条 市長は、本市の当該年度の予算の範囲内で補助金を交付するものとする。 

 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、「大阪市公衆浴

場住民等相互交流活性化事業補助金交付申請書(様式第１号)」を別に定める募集期間内に

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、「事業計画書（様式第２号）」を添付しなければならない。 

 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必

要な場合は現地調査等を行い、法令等に違反しないかどうか、事業の目的及び内容が適正

であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうかを調査する。 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市公衆浴場住民

等相互交流活性化事業補助金交付決定通知書」（様式第３号）により申請者に通知するも

のとする。 

３ 市長は、第１項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、

理由を付して、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金不交付決定通知書」（様

式第４号）により申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、申請期限から30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付

しない旨の決定をするものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 前条第２項の規定により交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、当該通知の内容又は規則第７条第１項の規定によりこれに付された条件に不服があり



申請を取り下げようとするときは、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交

付申請取下書」（様式第５号）により申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算し

て10日以内とする。 

 

（交付時期） 

第10条 市長は、補助事業の完了後、第13条の規定による確定を経た後に、補助事業者から

「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付請求書」（様式第６号）により請

求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようとすると

きは、事業開始の30日前までに「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金変更承

認申請書」(様式第７号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市公

衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金中止・廃止承認申請書」(様式第８号)を市長に提

出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更がなく、補助金

の額の増額の無い場合に限る。 

（1） 事業実施場所の変更 

（2） 事業実施時期の変更 

（3） 事業計画書の事業内容に影響を及ぼすことがない事業経費の変更 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調

査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化

事業補助金変更承認決定通知書」（様式第９号）により、補助事業の中止又は廃止が適当

と認める場合は「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金中止・廃止承認決定通

知書」（様式第10号）により、それぞれその旨を補助事業者に通知するものとする。 

４ 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付し

て、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金変更不承認決定通知書」（様式第

11号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業が継続して行われている場合に

は各年度の末日）若しくは補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、「大阪市公衆

浴場住民等相互交流活性化事業補助金実績報告書」（様式第12号）に規則第14条各号に掲

げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）事業実績報告書（様式第13号） 

（２）経費の支出を確認できる領収書等の写し 



 

（補助金額の確定） 

第13条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等

の審査及び必要な場合は現地調査等を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化

事業補助金額確定通知書」（様式第14号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第14条 補助金確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに「大阪市公衆浴場住民等相互交

流活性化事業補助金交付請求書」（様式第６号）により市長に請求するものとする。 

 

(決定の取消し) 

第15条 規則第17条第３項の規定による通知においては、市長は「大阪市公衆浴場住民等相

互交流活性化事業補助金交付決定取消通知書」（様式第15号）により補助事業者に通知す

るものとする。 

 

（事業実施後の平均入浴者数報告） 

第16条 補助事業者は、補助事業完了後に事業実施前後の平均入浴者数を算出し、「大阪市

公衆浴場住民等相互交流活性化事業実施前後平均入浴者数報告書」（様式第16号）を事業

完了後２か月以内に市長に提出しなければならない。 

 

(関係書類の整備) 

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、

第13条の通知を受けた日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和元年６月14日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  



別表１（第５条関係） 

（※１）入浴料金に直接関係する経費は除く。例えば、入浴料金の割引等を行う事業であっ

    て、その割引等にかかる補填経費は除く。 

（※２）１円未満は切り捨てる。 

 

別表２（第５条関係） 

 浴場事業者数 

（市内に限る） 
補助限度額(※３) 

個別 １ 50千円 

団体 

２～９ 100千円 

10～19 150千円 

20～29 200千円 

30以上 250千円 

（※３）・単年度に２回以上事業を実施する場合でも、補助額は総計で上記補助限度額以内と

する。 

・複数の一般公衆浴場で構成する団体の補助限度額は、当該団体を形成する浴場団体

数による。 

補助対象経費 
 

補助率 
区分 具体例 

一般公衆浴場の活性化

及び住民等相互の交流

の促進を図ることを目

的とする事業に要する

経費（※１） 

消耗品費 資料、装飾材料等 

１/２以内 

（※２） 

印刷製本費 
ポスター、チラシの制作費、印

刷費等 

委託料 イベント会場設営委託等 

使用料 設備賃借料等 

報償金 講演料、出演料等 

損害保険料 イベント保険料等 

通信運搬費 郵送料等 



 

 

（様式第１号） 

  年  月  日 

大 阪 市 長  

                  住  所 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の所在地） 

  浴 場 名 称                    

氏  名                 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の氏名） 

電話番号 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付申請書 

標題の補助金について交付を受けたいので、大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業

補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。 

１ 補助事業の名称、目的及び内容等 

（１）当年度申請回数  

（２）名称  

（３）事業実施浴場数  

（４）事業実施浴場  

（５）目的  

（６）内容 

（７）スケジュール 

 

２ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎 

（１）補助金の額    金          円 

（２）算出の基礎 

経費区分 予算額 内容･積算内訳 

消耗品費 円  

印刷製本費 円  

委託料 円  

使用料 円  

報償金 円  

損害保険料 円  

通信運搬費 円  

合計 円  

３ 添付書類 

・事業計画書 

事業計画書（様式第 2 号）のとおり 



 

 

 (様式第２号) 

 

 

事業計画書 

１ 当年度申請回数 （    ）回目 

２ 事業名称 

                     

３ 事業実施浴場数 （    ）浴場 

４ 事業実施浴場 

                     

                     

                     

５ 事業目的 

                      

                     

６ 事業内容 

                     

                     

                       

                     

                     

７ 事業スケジュール 

                   

                     

                     

                     

 

     区 氏名 



 

 

（様式第３号） 

大阪市指令健第   号 

  年  月  日 

 

 様 

 

大阪市長 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付決定通知書 

  年  月  日付けで申請のあった大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業

補助金については、次のとおり交付することとしたので、大阪市公衆浴場住民等相互交流

活性化事業補助金交付要綱第８条第２項の規定により、次のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の交付額        金           円 

２ 補助金の交付の条件 

（１）事業の内容等の変更をしようとする場合には、市長の承認を受けること。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速

やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（４）市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助の交付を受けようとする者に対し

て報告を求め、又は本市職員に当該補助の交付を受けようとする者の事務所に立ち入

り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があ

ると認めたときは、これに協力すること。 

（５）その他、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号）及び大阪市公衆浴

場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

３ その他 

 本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日の翌

日から起算して 10 日以内に申請の取下げをすることができる。 

 



 

 

（様式第４号） 

大阪市指令健第   号 

  年  月  日 

 

 様 

 

大阪市長 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金不交付決定通知書 

  年  月  日付けで申請のあった大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業

補助金については、次の理由により交付しないこととしたので、大阪市公衆浴場住民等相

互交流活性化事業補助金交付要綱第８条第３項の規定により通知します。 

 

 

 

１ 事業名称 

 

 

２ 交付しない理由 

 

 



 

 

（様式第５号） 

  年  月  日 

大 阪 市 長  

                  住  所 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の所在地） 

浴 場 名 称 

氏  名                 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の氏名） 

電話番号 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付申請取下書 

  年  月  日付け大阪市指令健第   号にて通知のあった大阪市公衆浴場

住民等相互交流活性化事業補助金の交付決定について、大阪市公衆浴場住民等相互交流活

性化事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により申請を取り下げます。 

１ 事業名称 

２ 補助金交付決定通知書を受け取った日     年   月   日 

３ 取下げの理由  

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第６号） 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付請求書 

  年  月  日 

大阪市長  
住所：                    

浴場名称 

氏名：                  

 

次のとおり請求します。 

金 額           円也 

内 容 

 

 

 

 

 

※ 金額の前には必ず￥を付けてください。 

 

 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。 

債権者番号          指定口座  

 

 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。 

金融機関名称  支 店 名 称  

預 金 種 別  口 座 番 号  

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義 

 

 

 

 

 

本市記入欄 

局出納員・区会計 

管理者確認印 

 印影等照合先（契約番号等） 執行主管コード 支出命令番号 

   

    

請 求 書 等 

確認者認印 
 

  

   

業務区分 歳 出 歳 入 歳計外 基 金 

 



 

 

（様式第７号） 

  年  月  日 

大 阪 市 長  

                  住  所 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の所在地） 

 浴 場 名 称 

氏  名                 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の氏名） 

電話番号 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金変更承認申請書 

  年  月  日付け大阪市指令健第    号にて補助金の交付の決定を受け

た補助事業について、大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱第 11 条第

１項の規定により、次のとおり変更の承認を申請します。 

 １ 事業名称 

２ 変更する内容及びその理由 

 



 

 

（様式第８号） 

  年  月  日 

大 阪 市 長  

                  住  所 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の所在地） 

浴 場 名 称 

氏  名                 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の氏名） 

電話番号 

 

 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金 

中止・廃止承認申請書 

 

 
  年  月  日付け大阪市指令健第    号にて補助金の交付の決定を受け  

た補助事業について、大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱第 11 条第

１項の規定により、次のとおり中止・廃止の承認を申請します。 

１ 事業名称 

２ 中止･廃止の理由 

 

 

３ 中止･廃止年月日(中止の場合は、その期間) 

 



 

 

（様式第９号） 

大阪市指令健第   号 

  年  月  日 

 

 様 

 

大阪市長 

 

 

                

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金 

変更承認決定通知書 

 

 
     年  月  日付けで申請のあった大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業

補助金変更承認申請については、補助事業の内容等の変更を承認したので、大阪市公衆浴

場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱第11条第３項の規定により通知します。 

 

１ 事業名称 

 

２ 変更する内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第 10 号） 

大阪市指令健第   号 

  年  月  日 

 

 様 

                                          

大阪市長 

 

 

 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金 

中止・廃止承認決定通知書 

 

 
  年  月  日付けで申請のあった大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業

補助金中止・廃止承認申請については、補助事業の中止・廃止を承認したので、大阪市公

衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱第11条第３項の規定により通知します。 

 

 

１ 事業名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第 11 号） 

大阪市指令健第   号 

  年  月  日 

 様 

                                           

大阪市長 

 

 

 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金 

変更不承認決定通知書 

 

 
     年  月  日付けで申請のあった大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業

補助金変更承認申請については、次の理由により承認しないこととしたので、大阪市公衆

浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱第11条第４項の規定により通知します。 

 

（承認しない理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第 12 号） 

  年  月  日 

大 阪 市 長  

                  住  所 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の所在地） 

浴 場 名 称 

氏  名                 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の氏名） 

電話番号 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金実績報告書 

  年  月  日付け大阪市指令健第    号にて補助金の交付決定を受けた

補助事業について、大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱第 12 条第１

項の規定により、次のとおり実績を報告します。 

１ 補助事業の名称    別紙事業実績報告書のとおり 

２ 補助金の予定金額   金           円 

３ 添付書類 

（１）事業実績報告書（様式第 13 号） 

（２）経費の支出を確認できる領収書等の写し 



 

 

 (様式第 13 号) 

事業実績報告書 

１ 事業名称 

                   

２ 事業目的 

                       

                     

３ 事業内容 

  別紙事業実績報告書別表のとおり 

 

４ 事業経費 

経費区分 決算額 内容・積算内訳 

消耗品費 円  

印刷製本費 円  

委託料 円  

使用料 円  

報償金 円  

損害保険料 円  

通信運搬費 円  

合計 円  

 

 



（別紙）

事業名称

事業実施浴場

事業内容

主な対象者

実施日

実施場所

参加者数計

事業実績報告書別表（イベント用）

得られた
事業効果



（別紙）

事業名称 　浴場スタンプラリー

事業実施浴場 　○○浴場、△△浴場、◇◇浴場、□□浴場、××浴場

事業内容
　各浴場のタオル貸出無料券を付けた浴場スタンプラリーの台紙を
1,000部作成し、広くイベント参加者を募り、各浴場利用者の増加
を図る。

主な対象者 　 実施浴場の周辺住民

実施日 　2019年12月１日（○）～2020年３月31日（○）

実施場所 　事業実施浴場の５か所

参加者数計
　800名　※日別・浴場別参加者数については別紙（様式なし）
           のとおり

　イベントには多くの方が参加され、各浴場の利用者も増加した。
　また、イベントを通じて、各浴場の広報に繋がり、イベント参加
者や浴場利用者間での新たな交流を図ることができた。

得られた
事業効果

事業実績報告書別表（イベント用）



事業名称

事業実施浴場

事業内容

主な対象者

広報期間

配布数計

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

得られた
事業効果

内訳

（別紙）

事業実績報告書別表（広報用）



事業名称

事業実施浴場

事業内容

主な対象者

広報期間

配布数計

　○○区役所
配
架
数

500
残
数 50

配
布
数

450

　○○浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

　△△浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

　◇◇浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

　□□浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

　××浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

得られた
事業効果

（別紙）

　相当数の配布が行え、外国人入浴者の増加につながった。
　また、入浴マナーの周知に努めた結果、利用者間でのトラブルを
回避し、利用者間での交流促進を図ることができた。

事業実績報告書別表（広報用）

　2019年12月１日（○）～2020年３月31日（○）

　周辺居住外国人、来阪外国人

　英語表記の入浴マナーパンフレットを1,000部作成し、外国人に
対する入浴マナーの周知に努め、周辺住民との交流促進を図る。

　800部

内訳

　外国人用入浴マナー周知パンフレットの配布

　○○浴場、△△浴場、◇◇浴場、□□浴場、××浴場



 

 

(様式第 14 号) 

大阪市指令健第   号 

  年  月  日 

 

 様 

 

大阪市長 

 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金額確定通知書 

年  月  日付け大阪市指令健第    号にて交付決定した大阪市公衆浴場住

民等相互交流活性化事業補助金については、次のとおり補助金額を確定したので、大阪市

公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱第13条の規定により通知します。 

 

記 

  

１ 事業名称 

 

２ 確定金額      金            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(様式第 15 号) 

大阪市指令健第   号 

  年  月  日 

 

 様 

 

大阪市長 

 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付決定取消通知書 

 

 年  月  日付け大阪市指令健第    号にて交付決定した大阪市公衆浴場住

民等相互交流活性化事業補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、大阪

市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱第15条の規定により通知します。 

 

記 

１  事業内容 

 

２  取消しの内容 

 

 

３  取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第 16号） 

  年  月  日 

大 阪 市 長  

                  住  所 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の所在地） 

浴 場 名 称   

氏  名                 

（複数の一般公衆浴場で構成する団体にあっては代表者の氏名） 

電話番号 

 

 

大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業 

実施前後平均入浴者数報告書 

 

 
  年  月  日付け大阪市指令健第   号にて通知のあった大阪市公衆浴場

住民等相互交流活性化事業補助金について、事業実施前後１か月間の平均入浴者数を次の

とおり報告します。 

 

記 

 

事業実施期間  年  月  日 ～   年  月  日 

事業実施前１か月間の１日

当たりの平均入浴者数（①） 
                 人 

事業実施後１か月間の 1 日

当たりの平均入浴者数（②） 
                 人 

  

②－①                  人 

 

 

 



（別紙）

事業名称

事業実施浴場

事業内容

主な対象者

実施日

実施場所

参加者数計

事業実績報告書別表（イベント用）

得られた
事業効果



（別紙）

事業名称 　浴場スタンプラリー

事業実施浴場 　○○浴場、△△浴場、◇◇浴場、□□浴場、××浴場

事業内容
　各浴場のタオル貸出無料券を付けた浴場スタンプラリーの台紙を
1,000部作成し、広くイベント参加者を募り、各浴場利用者の増加
を図る。

主な対象者 　 実施浴場の周辺住民

実施日 　2019年12月１日（○）～2020年３月31日（○）

実施場所 　事業実施浴場の５か所

参加者数計
　800名　※日別・浴場別参加者数については別紙（様式なし）
           のとおり

　イベントには多くの方が参加され、各浴場の利用者も増加した。
　また、イベントを通じて、各浴場の広報に繋がり、イベント参加
者や浴場利用者間での新たな交流を図ることができた。

得られた
事業効果

事業実績報告書別表（イベント用）



事業名称

事業実施浴場

事業内容

主な対象者

広報期間

配布数計

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

配
架
数

残
数

配
布
数

得られた
事業効果

内訳

（別紙）

事業実績報告書別表（広報用）



事業名称

事業実施浴場

事業内容

主な対象者

広報期間

配布数計

　○○区役所
配
架
数

500
残
数 50

配
布
数

450

　○○浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

　△△浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

　◇◇浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

　□□浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

　××浴場
配
架
数

100
残
数 30

配
布
数

70

得られた
事業効果

（別紙）

　相当数の配布が行え、外国人入浴者の増加につながった。
　また、入浴マナーの周知に努めた結果、利用者間でのトラブルを
回避し、利用者間での交流促進を図ることができた。

事業実績報告書別表（広報用）

　2019年12月１日（○）～2020年３月31日（○）

　周辺居住外国人、来阪外国人

　英語表記の入浴マナーパンフレットを1,000部作成し、外国人に
対する入浴マナーの周知に努め、周辺住民との交流促進を図る。

　800部

内訳

　外国人用入浴マナー周知パンフレットの配布

　○○浴場、△△浴場、◇◇浴場、□□浴場、××浴場


